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＜議案第７３号  堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第５（第１４条関係） 別表第５（第１４条関係） 

教員特殊業務手当額表 教員特殊業務手当額表 

業務 区分 手当の額（業務に従

事した日１日につ

き） 

 （略） 

第１４条第１

項第４号に掲

げる業務 

１ 全日週休日又は休日等において、

従事した時間が引き続き４時間以上

であるとき。 

２ 半日勤務日において、正規の勤務

時間を除き、従事した時間が引き続

き４時間以上であるとき。 

３，６００円 

３ 全日週休日又は休日等において、

従事した時間が引き続き２時間以上

４時間未満であるとき。 

４ 半日勤務日において、正規の勤務

時間を除き、従事した時間が引き続

き２時間以上４時間未満であると

き。 

１，８００円 

業務 区分 手当の額（業務に従

事した日１日につ

き） 

 （略） 

第１４条第１

項第４号に掲

げる業務 

１ 全日週休日又は休日等において、

従事した時間が引き続き３時間以上

であるとき。 

２ 半日勤務日において、正規の勤務

時間を除き、従事した時間が引き続

き３時間以上であるとき。 

３，９００円 

３ 全日週休日又は休日等において、

従事した時間が引き続き２時間以上

３時間未満であるとき。 

４ 半日勤務日において、正規の勤務

時間を除き、従事した時間が引き続

き２時間以上３時間未満であると

き。 

２，６００円 
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 （略） 
 

 （略） 
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